
元請会社

下請会社

事業主
労働者

孫請会社

×
○

△ 1人親方

△ 1人親方

事業主
労働者

×
○

事業主
労働者

×
○

注
意
!

労務費率・保険料率表
保険料率
9．5／1000
12／1000
15／1000
6．5／1000
14／1000

労務費率
23／100
23／100
24／100
－
－

建築事業
既設建築物設備工事業
その他の建設事業（土木等）
表具・畳製造業
木製品製造業

雇用保険料率
労働者負担
4／1000
3／1000

事業主負担
8／1000
6／1000

保険料率
12／1000
9／1000

建設の事業
一般の事業

労
働
保
険
へ
加
入
し
ま
し
ょ
う

建
設
業
に
お
け
る
業
務
災
害
は
、
転
落
や
墜
落
が
大
半
を
占
め
て
お
り
、
特
に
最
近
は
熱
中
症
に
よ
る
死
傷
災
害
も
増
加
し
て
い
ま
す
。

業
務
上
（
仕
事
中
）
の
原
因
に
よ
る
ケ
ガ
や
病
気
の
時
は
、
皆
さ
ん
が
お
持
ち
の
保
険
証
で
の
受
診
は
で
き
ま
せ
ん
。
労
働
者
（
従
業

員
）
や
そ
の
家
族
の
生
活
を
守
る
た
め
に
も
、
事
業
主
の
皆
さ
ま
は
労
働
保
険
へ
の
加
入
を
し
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
労
働
者
の
方
も
自
分

の
働
く
事
業
場
が
労
働
保
険
に
加
入
し
て
い
る
の
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

労
災
保
険
と
雇
用
保
険
を
総
称
し
た
も
の
で

あ
り
、
政
府
が
管
理
運
営
し
て
い
ま
す
。
原
則

と
し
て
、
労
働
者
を
一
人
で
も
雇
用
し
て
い
る

事
業
所
は
労
働
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。

ま
た
、
建
設
業
に
お
い
て
労
災
保
険
は
原
則

元
請
負
責
任
と
な
る
為
、
元
請
負
工
事
が
あ
る

事
業
所
は
必
ず
労
災
保
険
へ
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

事
業
主
特
別
加
入
、

一
人
親
方
特
別
加
入
労
災
に
つ
い
て

労
災
保
険
は
労
働
者
を
保
護
す
る
た
め
の
制
度
で
、
事
業
主
は

業
務
上
の
災
害
に
よ
る
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
し

か
し
中
小
事
業
所
で
は
、
事
業
主
も
現
場
に
行
き
労
働
者
と
同
じ

作
業
を
お
こ
な
う
こ
と
か
ら
特
別
に
労
働
者
と
同
等
と
位
置
付
け

補
償
が
受
け
ら
れ
る
制
度
が
事
業
主
特
別
加
入
労
災
で
す
。

ま
た
、
労
働
者
の
い
な
い
一
人
親
方
に
つ
い
て
も
特
別
加
入
を

し
て
い
な
い
と
補
償
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

特
別
加
入
に
関
し
て
は
、
労
働
者
と
同
様
の
作
業
を
し
て
い
る

と
き
の
災
害
に
対
し
て
の
み
補
償
が
行
わ
れ
ま
す
。
事
業
主
と
し

て
の
業
務
中
の
災
害
で
は
補
償
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

目
安
と
し
て
年
間
で
延
べ
一
〇
〇
日
以
上
労
働
者
を
雇
用
す
る

場
合
は
事
業
主
特
別
加
入
、
一
〇
〇
日
未
満
の
場
合
は
一
人
親
方

特
別
加
入
と
な
り
ま
す
。

製
造
業
に
は
一
人
親
方
労
災
保
険
が
無
い
た
め
、
製
造
業
の
方

は
事
業
主
特
別
加
入
へ
の
み
加
入
が
出
来
ま
す
。
た
だ
し
、
労
働

者
を
一
〇
〇
日
以
上
雇
用
し
な
い
場
合
は
特
別
加
入
へ
も
入
る
こ

と
が
出
来
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

労
災
保
険
料
は
全
額
事
業
主
の
負
担
。
雇
用
保
険
は
、
事
業

主
と
雇
用
保
険
被
保
険
者
が
割
合
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
負
担
し

ま
す
。

※
労
働
保
険
（
労
災
保
険
、
雇
用
保
険
、
特
別
加
入
）
へ
の
加
入
を
希
望
す
る
方
や
、
労
災
・
雇
用
・
特
別
加
入
に
つ
い
て
の
保
険
料

負
担
額
等
、
詳
し
い
説
明
を
聞
き
た
い
方
は
所
属
支
部
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

①労災保険料
建設事業では元請工事金額（税抜き）から労務費率、保険料率を用いて算出。製造
業（畳・建具工など）においては、従業員（臨時雇用含む）への年間支払賃金に保険
料率をかけて算出します。
○建設事業 元請工事金額（税抜）×労務費率×保険料率＝保険料
○製造業 年間支払賃金額×保険料率＝保険料

②雇用保険料
4月1日から3月31日までの1年間に発生した雇用保険被保険者への支払賃金に保
険料率をかけて算出。
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長建国保の保険証は
郵送にてお届けします。

国保からの郵便物は
必ずご確認下さい。

建設長崎青年技能競技大会
上
位
二
名
が

全
国
青
年
技
能
競
技
大
会
に
参
加
し
ま
す
。

開催日時 令和3年6月6日㈰
受付時間 午前8時30分
開始時間 午前9時予定
終了時間 午後5時予定
開催場所 長崎高等技術専門校（長与町）
競技課題 「四方転び踏み台」勾配10分の3
競技時間 6時間15分（製図及び実技）
参加資格 原則的には35歳以下の者
主 催 建設長崎技術対策部・青年部
審査委員 建設長崎技術技能対策部役員
表彰対象 上位3名の表彰と参加者全

員に参加賞を授与いたします。

あなたもチャレンジ
してみませんか

お知らせ 日建学院との業務提携
建設長崎では、このたび日建学院の基本理念である「建設業界の人材育成＝資
格取得」を理解し、当組合員及び従業員に対し日建学院の開催する2021年度資格
取得講座への入学を推奨してまいります。各講座に申し込む際に、学費の割引制
度が受けられます。

【内容】
対 象 者――建設長崎組合員及び従業員
対象講座――建築士、施工管理技士、宅地建物取引士等
特別学費――通常学費15万円以上の講座 ………3万円引き

通常学費8万円以上15万円未満の講座………2万円引き
☞講座に申し込みをする際、組合員または従業員であることを証明するものと
して、保険証・労災保険加入証のコピー、名刺、従業者証明書等を提出

※2021年10月20日までの入学手続き完了分までが対象となります。

建設長崎結成75周年・長建国保設立50周年

記念式典開催のお知らせ
開催日：令和3年4月11日（日）
会 場：ホテルニュー長崎（長崎市大黒町）

13：00～ 表彰者受付
13：30～ 職人太鼓披露
13：50～ 開会（記念式典）

建設長崎永年在籍表彰
〃 功労者表彰

長建国保 功労者表彰
〃 健康優良家庭表彰

15：40～ 閉会
※今回は、新型コロナウイルス感染症対策のため、各表彰につきま
しては、代表者のみの出席とさせていただきます。

保
険
料
に
つ
い
て

≪建設現場での労災関係と特別加入の条件≫
【×事業主】に当てはまる中小事業主
（労災事業主特別加入で自身を補償）
①自らが元請となって行う工事について労災加入している事。
②労働保険事務組合に事務委託している事。

【○労働者】に当てはまる方
①元請会社が加入する労災保
険で補償されます。

【△一人親方】に当てはまる方
（一人親方労災で自身を補償）
①一人親方である事。
②一人親方の労災を取り扱う
団体に加入する事。
（労働保険事務組合など）

労
働
保
険
と
は
？

労災保険

労
働
者
が
業
務
上
（
仕
事
中
・
通
勤

中
）の
原
因
に
よ
り
負
傷
し
た
り
、病
気
・

障
害
に
な
っ
た
場
合
、
ま
た
は
死
亡
し
た

際
な
ど
、
労
働
者
と
そ
の
家
族
を
保
護
す

る
た
め
に
様
々
な
労
災
補
償
（
治
療
費
・

休
業
補
償
・
障
害
補
償
・
遺
族
年
金
・
葬

祭
料
な
ど
）
が
受
け
ら
れ
る
制
度
で
す
。

雇用保険

労
働
者
が
失
業
し
た
場
合
の
生
活
の
補

償
や
、
再
就
職
の
た
め
の
各
種
助
成
制
度

が
受
け
ら
れ
る
制
度
で
す
。

3

※元請会社とは
・工事の発注者から直接工事の仕事を請け負う業者のことです。
・元請会社から部分的な工事の施工を請け負う業者は下請会社とな
ります。
・労働者を雇用せず一人で事業を行う方は一人親方です。
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二級建築施工管理技士対策講座
受講生募集中‼

受講申込受付 4月より随時受付
講 習 場 所 長崎建設技術専門学院（095－861－9261）

大村建設技術専門学院（0957－53－8385）
講 習 期 間 令和3年7月上旬～11月上旬まで（32日間予定）
講 習 時 間 毎週3回予定 午後6時30分～9時まで
受 講 料 30，000円
講 習 内 容 建築一般Ⅰ・建築一般Ⅱ・安全管理・施工計画

品質管理・工程管理・法規Ⅰ・法規Ⅱ・実地全般
募 集 人 員 各校とも最低5名以上で実施
受 験 資 格 （実務経験） 高等学校（指定学科卒）3年以上

指定学科以外卒業後4年6ヶ月以上
実務経験者8年以上
大学・専門校により実務経験は異なります。

建設業退職金共済制度の累積剰余金が平成26年の868億円から令和
元年には630億円と減少し、今後もより一層減少することが見込まれ
ています。
これを踏まえ、建退共制度の魅力を維持しながら、できるだけ制度
の安定的な運営を図るべく下記の変更が検討されています。

1．運用利回りが現行3．0％から1．3％へ引き下げ

2．掛金日額を現行310円から320円に引き上げ

令和3年10月1日から、上記の運用利回り・掛金日額の変更が予定
されています。

建設業退職者共済制度（建退共）
掛金・運用利回りが令和3年10月から変更予定

令和3年度 施工管理技術検定スケジュール
○1級技術検定

第二次検定
合格発表

11月18日

翌年1月14日

翌年1月28日

翌年3月2日

※1 第二次検定のうち施工管理法、建設機械施工法及び建設機械組合せ施工法に関する筆記式試験を含む
※2 第二次検定のうち建設機械操作施工法に関する実技試験（第二次検定受検手数料払込は第一次検定合格発表後）
※3 令和3年度第一次検定合格者に限る ※4 再受検者に限りインターネット申請が可能 ※5 令和2年度学科試験のみ合格者に限る

試験日
8月下旬～
9月中旬頃※2

10月3日

10月17日

12月5日

申込受付

2月15日～3月31日

3月17日～31日
8月19日～9月2日※3

1月29日～2月12日※4

7月6日～7月20日※5

7月16日～7月30日※3

5月6日～20日
10月14日～28日※3

第一次検定
合格発表

8月4日

8月19日

7月16日

10月14日

試験日

6月20日※1

7月4日

6月13日

9月12日

申込受付

2月15日～3月31日

3月17日～31日

1月29日～2月12日※4

5月6日～20日

建設機械

土 木

建 築

電気工事

管工事

電気通信工事

造 園

○2級技術検定
2回目（第一次検定）

合格発表

翌年3月9日

試験日

翌年1月16日

申込受付

9月21日
～10月20日

1回目（第一次検定・第二次検定）
合格発表
8月4日

（第一次検定）
11月18日

（第二次検定）

試験日

6月20日（第一次検定）※1

8月下旬～
9月中旬頃（第二次検定）※2

申込受付

2月15日
～3月31日建設機械

2回目（第一次検定・第二次検定）
合格発表

翌年1月14日（第一次検定のみ）
翌年2月2日（第一次検定・第二次検定）

翌年1月21日（第一次検定のみ）
翌年1月28日（第一次検定・第二次検定）

翌年1月14日（第一次検定のみ）
翌年3月2日（第一次検定・第二次検定）

※1 第二次検定のうち施工管理法に関する筆記式試験を含む
※2 第二次検定のうち建設機械操作施工法に関する実技試験（第二次検定受検手数料払込は第一次検定合格発表後）
※3 2級土木施工管理技術検定については、種別「土木」のみ1回目第一次検定を実施
※4 令和2年度学科試験・実地試験受検者のうち学科試験合格者に限る（インターネット申請も可能）
※5 第二次検定または第一次検定・第二次検定の受検者のうち再受検者に限りインターネット申請が可能であり、受付期間は6月22日～7月20日となる

試験日

10月24日

11月14日

11月21日

申込受付

7月6日～20日

1月29日
～2月12日※4

7月6日～20日※5

7月13日～27日

1回目（第一次検定）
合格発表

7月6日

7月6日

7月6日

試験日

6月6日※3

6月13日

6月6日

申込受付

3月3日～17日

1月29日
～2月12日

3月3日～17日

土 木

建 築

電気工事

管工事

電気通信工事

造 園
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令和3年度 技能講習・安全衛生教育実施計画表
（令和3年4月～令和4年3月） ※日程については、各団体へお問い合わせ下さい。 長崎県労働災害防止団体等連絡協議会

建設業労働災害防止協会
長 崎 県 支 部
TEL 095-820-7755
FAX 095-820-7744

ホームページ 検索建災防長崎県支部

〒850‐0874 長崎市魚の町3‐33

長崎県建設総合会館4階

★足場の組立等特別教育 （諫早6）
職長・安全衛生責任者教育 （諫早13～14）
車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削
用）運転技能講習 （諫早20～22）

★職長のためのリスクアセスメント教育（諫早27）

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
（諫早11）

足場の組立て等作業主任者技能講習
（諫早13～14）

高所作業車運転技能講習 （諫早17～20）
車両系建設機械（解体用）運転技能講習（諫早25）

★熱中症予防指導員研修 （諫早31）

小型車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び
掘削用）運転特別教育 （諫早1～2）
現場管理者統括管理講習 （対馬8）
車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削
用）運転技能講習 （対馬9～11）
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講
習 （諫早16～18）
高所作業車運転技能講習 （佐世保22～23）
職長・安全衛生責任者教育 （北部29～30）

★熱中症予防指導員研修 （諫早6）
車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削
用）運転技能講習 （壱岐13～15）
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

（諫早20～21）
職長・安全衛生責任者能力向上教育 （諫早27）

★施工管理者等の足場点検実務者研修 （諫早28）

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
（上五島3）

★酸素欠乏等特別教育 （諫早6）
職長・安全衛生責任者教育 （諫早24～25）
振動工具取扱い作業従事者教育 （諫早27）

★現場管理者統括管理講習 （諫早31）

足場の組立て等作業主任者技能講習
（佐世保1～2）

型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
（五島7～8）

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
（五島9）

高所作業車運転技能講習 （諫早13～14）
総合工事業者のためのリスクアセスメント研修

（長崎22）
小型車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び
掘削用）運転特別教育 （諫早28～29）

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
（諫早5）

車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削
用）運転技能講習 （諫早13～15）

★足場の組立等特別教育 （諫早19）
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講
習 （諫早20～22）
高所作業車運転技能講習 （佐世保26～27）

石綿取り扱い従事者特別教育 （諫早5）
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育

（佐世保9）
車両系建設機械（解体用）運転技能講習（諫早16）
不整地運搬車運転技能講習 （諫早18～19）
ローラーの運転の業務に係る特別教育

（諫早25～26）
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育

（諫早2）
職長・安全衛生責任者教育 （諫早7～8）
高所作業車運転技能講習 （諫早13～16）
職長・安全衛生責任者能力向上教育 （諫早18）
丸のこ等取扱い作業従事者教育 （諫早19）
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

（諫早25～26）

車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削
用）運転技能講習 （諫早1～3）
足場の組立て等作業主任者技能講習

（諫早8～9）
高所作業車運転技能講習 （佐世保15～16）

（一社）日本クレーン協会
長 崎 支 部
TEL 095-822-8929
FAX 095-827-8124

ホームページ 検索日本クレーン協会長崎支部

〒850‐0057 長崎市大黒町9‐22

大久保ビル新館2階

小型移動式クレーン運転技能講習
（佐世保8～10）

床上操作式クレーン運転技能講習
（長崎15・16・18）

玉掛け技能講習 （佐世保22～24）
小型移動式クレーン運転技能講習 （長崎27～29）

クレーンの運転業務特別教育 （佐世保7～8）
小型移動式クレーン運転技能講習 （壱岐13～15）
移動式クレーン運転士安全衛生教育 （壱岐13）
玉掛け技能講習 （長崎20・21・23）
床上操作式クレーン運転技能講習（佐世保27～29）

玉掛け技能講習 （佐世保3～5）
天井クレーン定期自主検査者安全教育 （長崎9）
小型移動式クレーン運転技能講習（佐世保17～19）
床上操作式クレーン運転技能講習

（長崎22・23・27）
移動式クレーン定期自主検査者安全教育（長崎30）

玉掛け技能講習 （長崎1・2・4）
床上操作式クレーン運転技能講習（佐世保8～10）
移動式クレーン運転士安全衛生教育 （長崎18）
小型移動式クレーン運転技能講習

（長崎21・22・25）

クレーン・デリック運転士（クレーン限定）受験準
備講習 （長崎3～4）
玉掛け技能講習 （佐世保5～7）
ワイヤロープ安全点検基準講習 （長崎18）
床上操作式クレーン運転技能講習

（長崎19・20・22）
小型移動式クレーン運転技能講習（佐世保26～28）

玉掛け技能講習 （長崎2・3・5）
小型移動式クレーン運転技能講習

（諫早9・10・12）
床上操作式クレーン運転技能講習（佐世保16～18）

長崎地区出張特別試験 9月18日㈯
・クレーン・デリック運転士（クレーン限定）
・移動式クレーン運転士

クレーンの運転業務特別教育 （長崎1・3）
小型移動式クレーン運転技能講習（佐世保14～16）
床上操作式クレーン運転技能講習

（長崎21・22・24）
玉掛け技能講習 （佐世保28～30）

小型移動式クレーン運転技能講習
（長崎11・12・14）

床上操作式クレーン運転技能講習（佐世保18～20）

玉掛け技能講習 （長崎2・3・5）
小型移動式クレーン運転技能講習（佐世保16～18）
床上操作式クレーン運転技能講習

（長崎23・24・26）
玉掛け技能講習 （佐世保13～15）
小型移動式クレーン運転技能講習

（長崎20・21・23）
床上操作式クレーン運転技能講習（佐世保27～29）

小型移動式クレーン運転技能講習（佐世保3～5）
玉掛け業務従事者安全衛生教育 （長崎8）
玉掛け技能講習 （長崎9・10・13）
床上操作式クレーン運転技能講習（長崎17・18・20）
床上操作式クレーン運転技能講習（佐世保24～26）
小型移動式クレーン運転技能講習

（長崎3・4・6）

（一社）長 崎 県 労 働 基 準 協 会
各 支 部 実 施

長 崎 支 部 095‐842‐5380
佐世保支部 0956‐42‐0020
諫早大村支部 0957‐46‐5263
北 松 支 部 0956‐59‐8312
島 原 支 部 0957‐65‐0606
対 馬 支 部 0920‐52‐1417
五 島 支 部 0959‐74‐6277
壱 岐 支 部 0920‐47‐4123

［ ］は実施支部

玉掛け技能講習 ［五島］
新入者等安全衛生教育 ［長崎］
低圧電気取扱業務特別教育 ［長崎］
グラインダ（自由研削といし）取替等業務特別教育 ［長崎］
アーク溶接特別教育 ［長崎］
職長・安全衛生責任者能力向上教育 ［対馬］
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 ［長崎］
玉掛け技能講習［長崎］［佐世保］［諫早大村］［対馬］
ガス溶接技能講習 ［佐世保］
職長教育・安全衛生責任者教育

［長崎］［佐世保］［諫早大村］
KYT（危険予知訓練）研修会1日コース［諫早大村］
足場の組立て等作業特別教育 ［五島］
職長・安全衛生責任者能力向上教育 ［島原］
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 ［島原］
玉掛け技能講習 ［佐世保］［諫早大村］［島原］
ガス溶接技能講習 ［長崎］［対馬］
職長教育・安全衛生責任者教育

［長崎］［諫早大村］［島原］
安全衛生推進者養成講習 ［長崎］［北松］
低圧電気取扱業務特別教育 ［北松］
アーク溶接特別教育 ［諫早大村］
クレーンの運転業務特別教育 ［対馬］［壱岐］
巻上げ機（ウインチ）運転特別教育［五島］［壱岐］
粉じん作業特別教育 ［長崎］
足場の組立て等作業特別教育 ［佐世保］
職長・安全衛生責任者能力向上教育

［長崎］［五島］［壱岐］
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育［諫早大村］
刈払機取扱作業者安全衛生教育 ［北松］
玉掛け技能講習 ［佐世保］［北松］
職長教育・安全衛生責任者教育

［長崎］［佐世保］［五島］
安全衛生推進者養成講習 ［佐世保］
KYT（危険予知訓練）研修会1日コース ［島原］
低圧電気取扱業務特別教育 ［諫早大村］
グラインダ（自由研削といし）取替等業務特別教育

［長崎］［北松］
アーク溶接特別教育 ［壱岐］
クレーンの運転業務特別教育［長崎］［佐世保］［島原］
巻上げ機（ウインチ）運転特別教育 ［諫早大村］
粉じん作業特別教育 ［北松］
足場の組立て等作業特別教育 ［北松］
職長・安全衛生責任者能力向上教育 ［諫早大村］
高所作業車運転特別教育 ［対馬］
玉掛け技能講習 ［長崎］［佐世保］
職長教育・安全衛生責任者教育［諫早大村］［北松］
安全衛生推進者養成講習 ［島原］
KYT（危険予知訓練）研修会1日コース［諫早大村］
グラインダ（自由研削といし）取替等業務特別教育

［佐世保］［諫早大村］［対馬］
アーク溶接特別教育 ［長崎］［島原］
クレーンの運転業務特別教育 ［北松］
巻上げ機（ウインチ）運転特別教育 ［長崎］
粉じん作業特別教育 ［佐世保］
足場の組立て等作業特別教育 ［長崎］
職長・安全衛生責任者能力向上教育 ［五島］
玉掛け技能講習［佐世保］［諫早大村］［五島］［壱岐］
ガス溶接技能講習 ［長崎］［北松］
職長教育・安全衛生責任者教育［長崎］［諫早大村］
安全衛生推進者養成講習 ［諫早大村］
KYT（危険予知訓練）研修会1日コース［佐世保］
低圧電気取扱業務特別教育 ［佐世保］
アーク溶接特別教育 ［諫早大村］
クレーンの運転業務特別教育 ［五島］
巻上げ機（ウインチ）運転特別教育［北松］［対馬］
粉じん作業特別教育 ［島原］

玉掛け技能講習 ［長崎］［島原］
ガス溶接技能講習 ［諫早大村］［五島］
職長教育・安全衛生責任者教育 ［長崎］
安全衛生推進者養成講習 ［佐世保］
KYT（危険予知訓練）研修会1日コース ［北松］
機械研削といし取替等業務特別教育 ［長崎］
アーク溶接特別教育 ［佐世保］
クレーンの運転業務特別教育 ［諫早大村］
職長・安全衛生責任者能力向上教育 ［佐世保］
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

［長崎］［佐世保］
玉掛け技能講習 ［佐世保］［諫早大村］［北松］
ガス溶接技能講習 ［佐世保］
職長教育・安全衛生責任者教育 ［佐世保］［島原］
安全衛生推進者養成講習 ［長崎］
グラインダ（自由研削といし）取替等業務特別教育 ［島原］
アーク溶接特別教育 ［長崎］
足場の組立て等作業特別教育 ［佐世保］
玉掛け技能講習 ［長崎］
職長教育・安全衛生責任者教育［長崎］［諫早大村］
アーク溶接特別教育 ［北松］
リスクアセスメント実務研修会 ［佐世保］
ガス溶接技能講習 ［長崎］
職長教育・安全衛生責任者教育 ［佐世保］
KYT（危険予知訓練）研修会1日コース ［長崎］
粉じん作業特別教育 ［諫早大村］

玉掛け技能講習 ［長崎］［佐世保］［諫早大村］
職長教育・安全衛生責任者教育 ［長崎］

本 部 実 施
TEL 095-849-2450
FAX 095-849-2458

ホームページ 検索長崎県労働基準協会

〒852‐8117 長崎市平野町12‐11

井手ビル2階

足場の組立て等作業主任者技能講習（長崎27～28）

安全管理者選任時研修 （長崎10～11）
有機溶剤作業主任者技能講習 （長崎25～26）

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能
講習 （長崎2～3）
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

（長崎15～17）

第一種衛生管理者受験準備講習会 （長崎6～8）
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能
講習 （佐世保13～14）

長崎地区出張特別免許試験受験申請書受付期間
7月15日㈭～7月30日㈮ 必着

・第一種衛生管理者 ・第二種衛生管理者
・潜水士 ・ガス溶接作業主任者

プレス機械作業主任者技能講習 （長崎4～5）
有機溶剤作業主任者技能講習 （佐世保24～25）

安全管理者選任時研修 （島原1～2）
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能
講習 （長崎7～8）
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

（佐世保14～16）
足場の組立て等作業主任者技能講習

（佐世保28～29）
長崎地区出張特別免許試験

9月18日㈯ NBC別館
・第一種衛生管理者 ・第二種衛生管理者
・潜水士 ・ガス溶接作業主任者 ほか

・発破技士
（一社）長崎県火薬保安協会（095‐823‐4396）

ゼロ災運動KYTトレーナー研修会 2日間コース
（長崎21～22）

有機溶剤作業主任者技能講習 （長崎26～27）

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能
講習 （佐世保9～10）
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

（長崎16～28）
石綿作業主任者技能講習 （長崎25～26）

安全管理者選任時研修 （佐世保7～8）
有機溶剤作業主任者技能講習 （佐世保14～15）

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
（長崎12～14）

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能
講習 （長崎18～19）
労務管理セミナー （長崎）
有機溶剤作業主任者技能講習 （長崎8～9）

実
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月

別
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12月
令和
4年
1月

2月

3月
★オンライン講習（サテライト会場：五島）
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重要

就
労
調
査
に
関
す
る

ご
協
力
の
お
願
い

（
加
入
資
格
の
確
認
調
査
の
実
施
）

長
建
国
保
で
は
、
被
保
険
者

の
健
康
管
理
に
役
立
つ
人
間

ド
ッ
ク
等
の
健
診
事
業
を
行
っ

て
い
ま
す
。

現
在
実
施
し
て
い
る
人
間

ド
ッ
ク
や
特
定
健
診
で
は
、
脳

卒
中
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
な

る
動
脈
硬
化
を
早
期
発
見
す
る

た
め
の
検
査
項
目
は
設
け
ら
れ

て
い
る
も
の
の
、
直
接
的
に
脳

血
管
疾
患
の
リ
ス
ク
を
チ
ェ
ッ

ク
す
る
項
目
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
脳
血
管
疾
患
の

リ
ス
ク
判
定
の
た
め
の
脳
ド
ッ

ク
検
診
に
係
る
費
用
の
一
部
に

つ
き
ま
し
て
令
和
三
年
四
月
受

診
分
よ
り
次
の
通
り
補
助
す
る

こ
と
と
い
た
し
ま
す
。

【
脳
ド
ッ
ク
補
助
事
業
】

一
、
補
助
対
象
者

毎
年
の
四
月
一
日
現
在
で
四

〇
歳
以
上
で
あ
る
被
保
険
者
を

対
象
と
し
ま
す
。

※
同
年
の
四
月
二
日
か
ら
翌
年

の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期

間
に
四
〇
歳
に
到
達
し
た
被

保
険
者
は
、
次
年
度
以
降
に

実
施
す
る
補
助
事
業
の
対
象

に
な
り
ま
す
。

二
、
対
象
検
査

補
助
対
象
と
な
る
脳
ド
ッ
ク

は
、
医
療
機
関
に
お
い
て
実
施

す
る
頭
部
Ｍ
Ｒ
Ｉ
／
Ｍ
Ｒ
Ａ
検

査
を
対
象
と
し
ま
す
。

※
人
間
ド
ッ
ク
の
オ
プ
シ
ョ
ン

で
脳
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る
場

合
も
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

三
、
補
助
金
額

検
査
費
用
が
一
五
、
〇
〇
〇

円
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
り
、

一
回
に
つ
き
一
五
、
〇
〇
〇
円

を
補
助
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

※
検
診
費
用
が
一
五
、
〇
〇
〇

円
未
満
の
場
合
は
補
助
対
象

外
と
し
ま
す
。

※
補
助
申
請
等
は
、
被
保
険
者

毎
に
受
診
日
の
属
す
る
二
カ

年
度
に
一
回
限
り
と
し
、
前

回
脳
ド
ッ
ク
を
受
診
し
た
年

度
を
含
む
二
カ
年
度
は
補
助

対
象
外
と
し
ま
す
。

（
例：
令
和
三
年
五
月
受
診

の
場
合
は
令
和
五
年
度
よ
り

再
度
補
助
対
象
と
な
る
）

四
、
補
助
申
請
・
支
給

所
定
の
申
請
書
に
領
収
書

（
原
本
）
を
添
付
し
て
所
属
支

部
に
提
出
し
ま
す
。

※
領
収
書
は
原
本
と
し
、
受
診

者
名
、
日
付
、
医
療
機
関
名
、

金
額
、
但
し
書
き
が
明
記
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
り
ま
す

（
レ
シ
ー
ト
不
可
）。

※
補
助
申
請
の
期
限
は
、
領
収

書
発
行
日
（
受
診
日
）
よ
り

一
年
以
内
と
し
ま
す
。

※
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
申
請

書
受
付
月
の
翌
月
の
組
合
が

定
め
る
期
日
（
十
五
日
※
土

日
祝
祭
日
の
場
合
は
次
の
平

日
）
に
ご
指
定
の
金
融
機
関

に
送
金
し
ま
す
。

尚
、
支
給
決
定
（
振
込
）
通

知
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
預
金
通

帳
に
て
ご
確
認
下
さ
い
。

五
、
補
助
対
象
人
員

新
規
事
業
に
つ
き
初
年
度
は

補
助
対
象
人
員
を
六
〇
名
と
し
、

人
員
に
到
達
次
第
、
終
了
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
事
業
内

容
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
補

助
状
況
等
を
踏
ま
え
、
所
要
の

見
直
し
等
を
行
い
ま
す
。

六
、
実
施
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
受
診
分

よ
り
実
施
し
ま
す
。

七
、
留
意
事
項

（
1
）医
療
機
関
に
よ
っ
て
は
、

脳
ド
ッ
ク
と
同
時
に
基
本
的

な
検
査
＊
も
必
須
項
目
と
し

て
実
施
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
人
間
ド
ッ

ク
や
特
定
健
診
を
既
に
受
診

し
た
方
は
、
当
該
医
療
機
関

で
は
脳
ド
ッ
ク
検
査
が
受
け

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
事
前
に
医
療
機
関
へ

必
ず
ご
確
認
下
さ
い
。

（
2
）人
間
ド
ッ
ク
や
特
定
健

診
を
既
に
受
診
さ
れ
た
方
が
、

基
本
的
な
検
査
＊
を
含
む
脳

ド
ッ
ク
を
受
診
さ
れ
る
際
の

基
本
的
な
検
査
＊
に
係
る
費

用
に
つ
い
て
は
全
額
自
己
負

担
と
な
り
ま
す
。

（
3
）人
間
ド
ッ
ク
も
特
定
健

診
も
未
受
診
の
方
で
、
基
本

的
な
検
査
＊
を
含
む
脳
ド
ッ

ク
を
受
診
す
る
場
合
は
、
特

定
健
診
受
診
券
を
医
療
機
関

窓
口
に
提
出
す
る
と
共
に
、

別
途
に
組
合
か
ら
送
付
す
る

質
問
票
を
医
療
機
関
窓
口
又

は
組
合
に
提
出
い
た
だ
く
場

合
が
あ
り
ま
す
。

＊（
基
本
的
な
検
査
）
身
体
測

定
（
身
長
・
体
重
・
腹
囲
・

肥
満
度
）・
血
圧
測
定
・
血

液
検
査
・
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン

検
査
・
眼
底
検
査
等
で
医
療

機
関
毎
に
検
査
項
目
が
異
な

り
ま
す
。

八
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
補
助

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

（
1
）補
助
申
請
に
必
要
な
書

類
の
添
付
が
で
き
な
い
場
合

（
2
）受
診
日
よ
り
一
年
を
経

過
し
た
場
合

（
3
）保
険
料
等
を
滞
納
し
て

い
る
組
合
員
世
帯
に
属
す
る

被
保
険
者
で
あ
る
場
合

（
4
）医
師
の
判
断
に
よ
り
実

施
さ
れ
た
脳
ド
ッ
ク
検
査
で

健
康
保
険
が
適
用
さ
れ
た
場
合

被
保
険
者
証
有
効
期
限
を
改
定

七
月
三
十
一
日
へ
変
更

長
建
国
保
発
行
の
被
保
険
者

証
に
つ
い
て
は
、
有
効
期
限
を

三
月
三
十
一
日
と
規
定
し
同
月

内
に
更
新
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

更
新
月
の
三
月
に
つ
い
て
は

新
年
度
を
迎
え
る
節
目
の
時
期

に
な
る
こ
と
か
ら
取
り
組
ん
で

き
ま
し
た
が
、
高
齢
受
給
者
証

の
更
新
時
期
が
七
月
三
十
一
日

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
保
険
者

皆
様
へ
の
利
便
性
向
上
の
観
点

か
ら
、
七
月
三
十
一
日
を
被
保

険
者
証
の
有
効
期
限
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す

今
年
も
郵
送
更
新

健
康
保
険
者
証
の
更
新
は
、

日
時
及
び
受
付
会
場
を
指
定
し

組
合
員
世
帯
毎
に
更
新
続
き
を

行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
の
為
に
、

昨
年
は
郵
送
と
さ
せ
て
頂
い
た

と
こ
ろ
で
す
。

し
か
し
、
今
年
も
「
緊
急
事

態
宣
言
」
が
発
令
さ
れ
る
等
、

終
息
の
見
通
し
が
示
さ
れ
て
い

な
い
事
か
ら
多
く
の
人
が
訪
れ

る
更
新
受
付
の
手
続
き
は
、
感

染
す
る
リ
ス
ク
が
極
め
て
高
く

集
団
感
染
（
ク
ラ
ス
タ
ー
）
も

懸
念
さ
れ
る
事
か
ら
、
昨
年
に

引
き
続
き
健
康
保
険
被
保
険
者

証
の
更
新
は
、
郵
送
さ
せ
て
頂

く
事
と
な
り
ま
し
た
。

被
保
険
者
証
の
郵
送
に
伴
い

毎
年
お
渡
し
し
て
い
る
「
常
備

薬
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
四

月
十
四
日
に
支
部
事
務
所
に

届
く
予
定
で
す
。

三
月
に
ピ
ン
ク
色
の
封
筒
で

お
知
ら
せ
と
共
に
同
封
し
て
い

る
黄
色
の
定
型
封
筒
の
中
に
、

被
保
険
者
証
を
同
封
し
ま
す
の

で
中
身
を
ご
確
認
し
て
下
さ
い
。

被
保
険
者
証
と
一
緒
に
送
る
ピ
ン
ク
の
封
筒
を
ご
確
認
し
て
下
さ
い

長
建
国
保
で
は
、
厚
生
労
働

省
の
指
導
に
基
づ
き
長
建
国
保

加
入
の
組
合
員
を
対
象
に
し
た

加
入
資
格
（
職
種
）
の
再
確
認

を
行
う
た
め
に
、
就
労
状
況
調

査
を
実
施
さ
せ
て
頂
き
調
査
票

の
回
収
を
行
い
ま
す
。

調
査
票
の
提
出
は
三
月
の
健

康
保
険
証
更
新
の
時
に
、
お
願

い
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
は

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
」
拡
大
防
止
対
策
の
為
に
保

険
証
は
郵
送
と
な
っ
て
い
ま
す

の
で
調
査
票
は
保
険
証
と
一
緒

に
同
封
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

調
査
票
に
ご
記
入
し
て
頂
く

と
と
も
に
、
建
設
業
に
従
事
し

て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

（
登
記
簿
謄
本
や
確
定
申
告
書

写
し
、
就
労
証
明
書
等
）
を
ご

準
備
し
て
頂
き
、
調
査
票
と
一

緒
に
組
合
支
部
窓
口
に
、
提
出

し
て
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
致

し
ま
す
。

な
お
、
調
査
票
及
び
証
明
書

類
の
提
出
は
、
四
月
に
支
部
に

届
く
予
定
の
「
常
備
薬
」
を
受

け
取
り
に
来
る
際
に
提
出
を
お

願
い
致
し
ま
す
。

※
調
査
票
の
提
出
に
応
じ
な
い

方
や
証
明
書
類
を
提
出
し
な
い

場
合
は
、
厚
生
労
働
省
の
指
導

に
よ
り
無
資
格
者
と
み
な
し
て

組
合
規
約
に
基
づ
き
保
険
証
を

返
還
の
上
、
資
格
喪
失
と
な
り

ま
す
。

ま
た
、
建
設
事
業
者
と
し
て

加
入
し
た
後
に
廃
業
又
は
転
職

さ
れ
た
方
は
、
速
や
か
に
組
合

各
支
部
に
届
を
出
し
て
下
さ
い
。

就
労
状
況
実
態
調
査
の
提
出

に
つ
き
ま
し
て
は
、
皆
様
方
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
致

し
ま
す
。

な
お
、
調
査
等
に
関
し
ま
し

て
、
ご
不
明
な
点
は
組
合
所
属

支
部
ま
た
は
長
建
国
保
ま
で
、

お
問
い
合
わ
せ
し
て
下
さ
い
。

3月中旬以降から就労調査・被保険者証の発送を予定しております。
書類の中に令和3年度巡回健診申込書を同封しております。日程は下
記の通りとなっておりますが、10月3日㈰時津北部コミュニティセン
ターと記載しておりますが、新型コロナウイルス接種会場となる為、
10月17日㈰変更となっております。
お申込締切日は、健診日2週間前までとなっております。

長建国保では、組合員及び家族の健康の保持増進を図るため「指定温泉利
用料金の割引及び補助制度」を実施しています。ぜひ、ご利用して下さい。

■利用料金の割引
温泉施設と契約し、規程料金より安い料金で利用できます。

■利用料金の補助（小人料金には、割引はありません）
指定補助券で300円の割引が適用されます。
温泉施設によっては、メンバーズカードと併用して更に割引ができます。

■注意して頂くこと
・指定温泉券の有効期限は4月1日～3月31日となっています。
現在お持ちの温泉券は破棄して頂き、4月からは支部事務所で新しい温
泉券を受け取って下さい。

・温泉券は、長建国保加入組合員（年間20枚）、組合のみの加入者（年間6枚）
※詳細については各支部事務所へお問い合わせして下さい。

指定温泉施設の入浴料金割引及び補助制度

巡回健診予定日変更について

健診会場

大村支部

※時津北部コミュニティセンター

※平戸文化センター

佐世保東支部

大村支部

※佐々町文化会館

※島原市有明総合文化会館

時津北部コミュニティセンター

※時津北部コミュニティセンター

巡回健診予定日

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

7月4日

7月25日

8月8日

8月29日

9月5日

9月12日

9月26日

10月3日

10月17日

※会場は、急遽変更になる場合がございますので予めご了承ください。中止・変更に
なる場合、新聞にてお知らせいたします。
※受診予定対象者につきましては、個別にてお葉書でお知らせいたします。
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